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事業趣旨・概要
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事業趣旨・概要

事業名 令和2年度Go To Eat キャンペーンに係る事業のうち食事券発行委託事業

発行総額 7,500,000,000円（75億円） →4,452,412,500円（約44.5億円）

プレミアム総額 1,500,000,000円（15億円） →890,482,500円（約8.9億円）

発行冊数 10,000円×60万冊 →10,000円×356,193冊（約35.6万冊）

一冊当たりの構成 額面総額12,500円（1,000円券×12枚、500円券×1枚）

販売価額 1冊あたり10,000円（消費税込）

販売期間

令和2年11月1日（日）～令和3年1月31日（日）（3か月間）
→＜先行抽選販売＞
抽選受付期間：令和2年10月21日（水）～10月25日（日）
食事券引換期間：令和2年10月30日（金）～11月5日（木）
＜一般販売期間＞
令和2年11月6日（金）～令和2年11月30日（月）（約1か月間）
令和3年10月22日（金）～令和3年12月20日（月）（約2か月間）

利用期間
令和2年11月1日（日）～令和3年3月31日（水）（5か月間）
→令和2年10月30日（金）～令和4年1月20日（木）（約15か月間）

購入限度 １回につき１人２冊（20,000円）まで

購入方法・窓口 コンビニエンスストア「セブン-イレブン」オンラインもしくは来店にて購入

利用可能店舗
約4,500店舗（想定）※参加登録をした茨城県内飲食店
→登録申請を行った飲食店3,993店舗（うち、解約161店舗）

事業概要（※実施結果・変更点は赤字で記載）

・発行額面（＝発行総額＋プレミアム総額）は7,500,000,000円（75億円）を目標としておりました
が、実際の発行額面は 4,452,412,500円（約44.5億円）という結果になり、達成率は目標の59％
となりました。
・食事券の販売期間は令和2年11月から3か月間を予定しておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大
に伴い、不要不急の外出自粛・飲食店営業時間短縮要請等により、令和2年12月1日（火）午前
0時より食事券の販売を一時停止しました。農林水産省より、自粛期間分の2か月間を令和3年7月
以降に延長することを可とする旨の発令を受けたため、県との協議の上、令和3年10月22日（金）
午後2時より販売を再開。販売期間は令和3年12月20日（月）までとし、利用期間は令和4年1月
20日（木）まで延長としました。
・利用期間延長に伴い、加盟店申請も令和3年12月15日（水）まで受付を延長したこともあり、
加盟店数は目標の4,500店舗には届かないものの3,993店舗となり、達成率は89％となりました。
一方で、緊急事態宣言や時短営業の要請等により、当事業への参画が厳しい店舗の脱退や、
閉業する店舗も161店舗に上り、最終的な加盟店数は3,832店舗という結果になりました。

販売期間 販売冊数 販売額面額(=販売冊数×12,500)

先行 令和2年10月30日(金)～11月5日(木) 26,447冊 330,587,500円

①令和2年11月６日(金)～11月30日(月) 162,784冊 2,034,800,000円

②令和3年10月22日(金)～10月31日(日) 61,487冊 768,587,500円

③令和3年11月1日(月)～11月30日(火) 52,541冊 656,762,500円

④令和3年12月1日(水)～12月20日(月) 52,934冊 661,675,000円

先行①②③④合計 356,193冊 4,452,412,500円
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１．事業実施体制
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１．事業実施体制
（１）事業の実施に係る関係者との連絡調整を行う体制【都道府県事務局型】

農林水産省
Go To Eat キャンペーン準備室

「 Go To Eat キャンペーン」
食事券発行委託事業
茨城県事務局

運営統括事務局(ＪＴＢ水戸支店)

株式会社パイプドビッツ
※注

株式会社JTBガイアレック

株式会社セブンドリーム・ドットコム
株式会社セブン-イレブン ジャパン

株式会社マインドシフト

【システム協力】 【コールセンター】

【食事券発行・販売】 【回収・カウント・データ入力】

株式会社
ジェイアール東日本企画

【広報・告知】

加盟飲食店

申請内容確認・承認

茨城県商工会連合会

茨城県中小企業団体中央会

茨城県商店会振興組合連合会

茨城県商工会議所連合会

即効性と確実性を意識した

事務局を茨城県内に設置し迅速に対応した。

迅速な申請受付→加盟店決定

迅速な精算・報告→換金の期間短縮

公正・厳正な応募要件の確認

適正・的確な報告・精算業務

確実性

即効性

委託 報告・確認

株式会社JTB
大阪第一事業部

【精算協力】

加盟飲食店募集のご協力

承認権限
事務局へ
一部付与

※注
企画時は株式会社JTB虎ノ門第二事業部としていたが、
事務所運営・加盟店募集開始前に、
運用及び情報管理がしやすい
株式会社パイプドビッツのシステム(SPIRAL)に変更
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１．事業実施体制
（１）事業の実施に係る関係者との連絡調整を行う体制【都道府県事務局型】

茨城県商工会議所連合会、茨城県商工会連合会、茨城県中小企業団体中央会、茨城県商店街
振興組合連合会と連携をとり、茨城県内飲食店を広く募集できる体制を整えました。

主催者

農林水産省
Go To Eat キャンペーン準備室

「Go To Eat キャンペーン」
食事券発行委託事業 茨城県事務局

群馬県商工会連合会茨城県商工会連合会

大子町商工会 つくばみらい市商工会

常陸大宮市商工会

那珂市商工会

日立市十王商工会

北茨城市商工会

高萩市商工会

常陸太田市商工会

城里町商工会

大洗町商工会

小美玉市商工会

茨城町商工会

水戸市内原商工会

水戸市常澄商工会

笠間市商工会

行方市商工会

神栖市商工会

鉾田市商工会

潮来市商工会

鹿嶋市商工会

土浦市新治商工会

石岡市八郷商工会

かすみがうら市商工会

かすみがうら市商工会 霞ヶ浦支所

つくば市商工会

龍ヶ崎市商工会

取手市商工会

取手市商工会 藤代支所

牛久市商工会

守谷市商工会

稲敷市商工会

美浦村商工会

阿見町商工会

河内町商工会

利根町商工会

下妻市商工会

下妻市商工会 千代川支所

常総市商工会 水海道事務所

坂東市商工会

筑西市商工会

桜川市商工会

古河市商工会 三和事務所

茨城県

中小企業団体中央会

茨城県

商店街振興組合連合会

茨城県商工会議所連合会

水戸商工会議所

土浦商工会議所

古河商工会議所

日立商工会議所

石岡商工会議所

下館商工会議所

結城商工会議所

ひたちなか商工会議所

東海村商工会

ひたちなか商工会議所

那珂湊支所

笠間市商工会 友部事務所

笠間市商工会 岩間事務所

神栖市商工会 波崎支所 常総市商工会 石下事務所

古河市商工会 総和事務所

境町商工会

八千代町商工会

桜川市商工会 真壁事務所

五霞町商工会
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実績のあるスタッフを配置し、下記の体制で実施いたしました。

農林水産省
Go To Eat キャンペーン準備室

株式会社ＪＴＢ【都道府県事務局型】

水戸支店（統括窓口）

統括責任者（危機管理・緊急対応） 業務課長 １名

運営責任者（事務局長） 営業課長 １名

運営副責任者（事務局次長）
業務課
仕入企画担当課長

１名

出納責任者 業務課長 １名

運営主担当者（渉外窓口・連絡調整）
営業課
地域交流事業 グループリーダー

１名

運営副担当者
営業課
営業担当課長

１名

１．事業実施体制
（１）事業の実施に係る関係者との連絡調整を行う体制【都道府県事務局型】
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主催者

農林水産省

「 Go To Eat キャンペーン 」茨城県事務局選定委員会

■ 茨城県商工会議所連合会
■ 茨城県商工会連合会
■ 茨城県中小企業団体中央会
■ 茨城県商店街振興組合連合会

事務局業務チーム

■株式会社JTB水戸支店（全体統括・事務局要員）

食事券精算

発行・販売

■株式会社セブンイレブンジャパン
■株式会社セブンドリームドットコム

送付・回収・入力・廃棄

■株式会社マインドシフト

振込データ確認・振込

■株式会社JTB
大阪第一事業部
決済チーム

販売・実績管理

事業運営本部及び運営

株式会社JTB

水戸支店

■統括責任者： 1名（水戸支店業務課長）

■事業運営責任者： 1名（営業課長）

■事業運営副責任者： 1名（仕入企画担当課長）

■出納管理者： 1名（業務課長）

■事業運営主担当： 1名（営業課グループリーダー）

■事業運営副担当： 1名（営業担当課長）

株式会社JTB ■財務アドバイザー： 1名（事業企画部 事業管理チーム 管理担当マネジャー）

法人事業本部
※財務・経理における全国JTB法人事業個所のアドバイザー、
および、JTB法人事業全体のマネジメント

「 Go To Eat キャンペーン 」事業サポート

■茨城県 産業戦略部 中小企業課

専用ホームぺージ制作支援・広報・告知チーム

■株式会社ジェイアール東日本企画

加盟店、利用者コールセンターチーム

■株式会社JTBガイアレック（一般応答）
■株式会社JTB水戸支店（エスカレーション対応）

加盟店募集チーム

■株式会社JTB水戸支店
■株式会社JTB情報システム
■株式会社パイプドビッツ ※注

利用者・加盟店促進チーム

■茨城県商工会議所連合会
■茨城県商工会連合会
■茨城県中小企業団体中央会
■茨城県商店街振興組合連合会
■株式会社JTB水戸支店
■株式会社ジェイアール東日本企画

加盟店開発、利用促進、利用者対応チーム

■株式会社JTB水戸支店（全体統括）
■各社、各組織連携

１．事業実施体制
（１）事業の実施に係る関係者との連絡調整を行う体制【都道府県事務局型】

※注
企画時は株式会社JTB虎ノ門第二事業部としていたが、事務所運営・加盟店
募集開始前に、運用及び情報管理がしやすい株式会社パイプドビッツのシステム
(SPIRAL)に変更
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１．事業実施体制
（１）事業の実施に係る関係者との連絡調整を行う体制【都道府県事務局型】

統括事務局の設置については、JTB水戸支店に至近な場所に設け、迅速な運営を可能にしました。

■スタッフが実施する主な感染症予防策

①従業員の健康管理：毎日の検温・記録、マスク着用義務化、リモートワーク、
体調不良者を想定した勤務シフト

②接客スペース：座席間隔の確保、アクリル板設置、設備の定期的な消毒
（出入口消毒液設置・机・椅子消毒）

③オフィススペース：換気、設備の定期的な消毒（机、椅子、ドアノブ、電話・コピー機）

■事務局レイアウト
（株）富士ビル 10階利用 約50坪、規定レイアウト 最大17席
※繁閑によって席数を調整しました。
※三密対策を考え十分な距離を取りました。

■アクセス
水戸駅からのアクセスも良く、JTB水戸支店より車で6分、徒歩でも15分のため、緊急時の対応も可能。

◀富士ビル外観

富士ビル入口▶

◀レイアウト
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■統括事務局
（株）富士ビル 10階からJTB水戸支店内へ令和3年6月21日に移転しました。

JTB水戸支店内に
Go To Eat 茨城事務局
専用のスペースを設け運営。

▼所在地（JTB水戸支店） 茨城県水戸市城南1-1-6サザン水戸ビル2階

▼JTB水戸支店内レイアウト

１．事業実施体制
（１）事業の実施に係る関係者との連絡調整を行う体制【都道府県事務局型】
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▼富士ビル内(移転前)の事務局の様子

▼JTB水戸支店内(移転後)の事務局の様子

事務局移転前・移転後も毎日の検温、アクリル板・アルコール消毒の設置、
デスク周りの定期的な消毒など、感染対策も徹底的に行いました。

１．事業実施体制
（１）事業の実施に係る関係者との連絡調整を行う体制【都道府県事務局型】
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２．事業の実施報告
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（１）食事券の発行、販売、回収

運営事務局

加盟飲食店

JTB水戸支店
管理システム
（SPIRAL）※注

②申請内容確認
加盟店登録

①加盟店への
登録申請

（WEB・FAX）
③加盟店用
スターターキット
送付
※ツール※
換金キット
マニュアル等 株式会社

マインドシフト

④ツール収受

食事券利用受付開始

⑤利用済み食事券
半券送付、実績報告
（概ね月２回）

⑥半券カウント
※不正有無確認
※振込データ作成

⑦事務局へ加盟店
毎の実績報告

⑧実績報告に基づき
加盟店へ振込
（概ね月２回）

※東京三菱UFJ銀行
経由 ⑨振込確認

①

③

⑤

⑦

JTB大阪第一事業部
東京三菱UFJ銀行
※口座確認・振込

②

回収方法

名称 Go To Eat キャンペーン 茨城コールセンター

開設期間 加盟飲食店・購入者向け：：令和2年10月8日（木）～令和4年2月28日（月）平日
※土・日・祝・12/30-1/3を除く

設置場所 株式会社JTBガイアレック内（東京都豊島区東池袋4-7-7 住友不動産東ビル14階）

対応時間 平日10:00～17:00

人数

令和2年10月8日（木）～ 令和3年3月31日（水）６名
令和3年4月1日（木）～ 令和3年5月31日（月）５名
令和3年6月1日（火）～ 令和3年6月30日（水）４名
令和3年7月1日（木）～ 令和3年10月31日（日）３名
令和3年11月1日（月）～ 令和4年1月31日（月）６名
令和4年2月1日（火） ～ 令和4年2月28日（月）３名
※消費者向け・加盟店向けのコールセンターを兼務することで、コストを低減しました。

取扱店からの精算に関する問い合わせ対応

※注
企画時は株式会社JTB虎ノ門第二事業部の商品券管理システムとしていたが、
事務所運営・加盟店募集開始前に、運用及び情報管理がしやすい株式会社パイプドビッツの管理システム(SPIRAL)に変更
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（１）食事券の発行、販売、回収

販売実績

販売日 販売冊数 販売額面額(＝販売冊数×12,500)

令和2年10/30(金) 6,134 76,675,000

10/31(土) 6,632 82,900,000

令和2年11/1(日) 4,274 53,425,000

11/2(月) 2,643 33,037,500

11/3(火) 2,812 35,150,000

11/4(水) 1,994 24,925,000

11/5(木) 1,958 24,475,000

11/6(金) 30,330 379,125,000

11/7(土) 21,557 269,462,500

11/8(日) 10,553 131,912,500

11/9(月) 7,092 88,650,000

11/10(火) 6,320 79,000,000

11/11(水) 6,464 80,800,000

11/12(木) 4,791 59,887,500

11/13(金) 4,466 55,825,000

11/14(土) 6,758 84,475,000

11/15(日) 5,373 67,162,500

11/16(月) 3,984 49,800,000

11/17(火) 3,740 46,750,000

11/18(水) 2,846 35,575,000

11/19(木) 2,782 34,775,000

11/20(金) 3,615 45,187,500

11/21(土) 5,292 66,150,000

11/22(日) 4,766 59,575,000

11/23(月) 7,666 95,825,000

11/24(火) 4,237 52,962,500

11/25(水) 2,219 27,737,500

11/26(木) 2,366 29,575,000

11/27(金) 2,635 32,937,500

11/28(土) 3,264 40,800,000

11/29(日) 3,623 45,287,500

11/30(月) 6,045 75,562,500
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（１）食事券の発行、販売、回収

販売実績

販売日 販売冊数 販売額面額(＝販売冊数×12,500)

令和3年10/22(土) 15,923 199,037,500

10/23(日) 16,831 210,387,500

10/24(月) 6,780 84,750,000

10/25(火) 4,413 55,162,500

10/26(水) 3,311 41,387,500

10/27(木) 2,842 35,525,000

10/28(金) 2,716 33,950,000

10/29(土) 2,452 30,650,000

10/30(日) 2,987 37,337,500

10/31(月) 3,232 40,400,000

令和3年11/1(火) 2,203 27,537,500

11/2(水) 2,154 26,925,000

11/3(木) 2,372 29,650,000

11/4(金) 1,680 21,000,000

11/5(土) 1,824 22,800,000

11/6(日) 2,607 32,587,500

11/7(月) 2,139 26,737,500

11/8(火) 1,396 17,450,000

11/9(水) 1,242 15,525,000

11/10(木) 1,562 19,525,000

11/11(金) 1,675 20,937,500

11/12(土) 1,701 21,262,500

11/13(日) 2,504 31,300,000

11/14(月) 2,224 27,800,000

11/15(火) 1,720 21,500,000

11/16(水) 1,248 15,600,000

11/17(木) 1,092 13,650,000

11/18(金) 1,136 14,200,000

11/19(土) 1,181 14,762,500

11/20(日) 1,801 22,512,500

11/21(月) 1,294 16,175,000

11/22(火) 1,122 14,025,000

11/23(水) 1,320 16,500,000

11/24(木) 785 9,812,500

11/25(金) 986 12,325,000

11/26(土) 1,372 17,150,000

11/27(日) 3,286 41,075,000

11/28(月) 3,045 38,062,500

11/29(火) 1,960 24,500,000

11/30(水) 1,910 23,875,000
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（１）食事券の発行、販売、回収

販売実績

販売日 販売冊数 販売額面額(＝販売冊数×12,500)

令和3年12/1(木) 1,920 24,000,000

12/2(金) 1,916 23,950,000

12/3(土) 2,378 29,725,000

12/4(日) 3,106 38,825,000

12/5(月) 2,542 31,775,000

12/6(火) 1,750 21,875,000

12/7(水) 1,673 20,912,500

12/8(木) 1,599 19,987,500

12/9(金) 2,042 25,525,000

12/10(土) 2,577 32,212,500

12/11(日) 3,368 42,100,000

12/12(月) 2,822 35,275,000

12/13(火) 1,975 24,687,500

12/14(水) 1,939 24,237,500

12/15(木) 2,587 32,337,500

12/16(金) 2,319 28,987,500

12/17(土) 2,579 32,237,500

12/18(日) 3,505 43,812,500

12/19(月) 3,978 49,725,000

12/20(火) 6,359 79,487,500

合計 356,193 合計 4,452,412,500
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（１）食事券の発行、販売、回収
（２）食事券の利用、回収後の飲食店への代金の振込

Go To Eat キャンペーン茨城事務局

換金センター
株式会社マインドシフト

セブン-イレブン
株式会社セブンイレブンジャパン
株式会社セブンドリームドットコム

食事券利用者加盟飲食店

食
事
券
購
入

支
払

食
事
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用

東京三菱UFJ銀行
株式会社JTB大阪第一事業部
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■換金スケジュール
食事券の利用期間延長に伴い、下記の通り換金回数を当初予定の5回から27回に加え、
不備等により27回の換金に間に合わない店舗への救済日を2回設け、計29回へ変更いたしました。

（２）食事券の利用、回収後の飲食店への代金の振込

【加盟店】
発送スケジュール

【事務局】
集計～エラーチェック

（到着日基準）
入金完了予定日

日程① 10/30(金) ～ 11/14(土) 11/17(火) ～ 11/30(月) 12/8(火)

日程② 11/15(日) ～ 11/29(日) 12/2(水) ～ 12/15(火) 12/22(火)

日程③ 11/30(月) ～ 12/11(金) 12/15(火) ～ 12/23(水) 1/6(水)

日程④ 12/12(土) ～ 12/30(水) 1/5(火) ～ 1/13(水) 1/19(火)

日程⑤ 12/31(木) ～ 1/18(月) 1/22(金) ～ 2/2(火) 2/9(火)

日程⑥ 1/19(火) ～ 2/2(火) 2/6(土) ～ 2/17(水) 2/24(水)

日程⑦ 2/3(水) ～ 2/17(水) 2/21(日) ～ 3/5(金) 3/12(金)

日程⑧ 2/18(木) ～ 3/7(日) 3/11(木) ～ 3/18(木) 3/26(金)

日程⑨ 3/8(月) ～ 3/22(月) 3/26(金) ～ 4/6(火) 4/14(水)

日程⑩ 3/23(火) ～ 4/4(日) 4/8(木) ～ 4/20(火) 4/27(火)

日程⑪ 4/5(月) ～ 4/12(月) 4/16(金) ～ 4/28(水) 5/13(木)

日程⑫ 4/13(火) ～ 4/21(水) 4/25(日) ～ 5/12(水) 5/21(金)

日程⑬ 4/22(木) ～ 5/6(木) 5/10(月) ～ 5/21(金) 5/28(金)

日程⑭ 5/7(金) ～ 5/20(木) 5/24(月) ～ 6/4(金) 6/14(月)

日程⑮ 5/21(金) ～ 6/3(木) 6/7(月) ～ 6/18(金) 6/28(月)

日程⑯ 6/4(金) ～ 6/19(土) 6/23(水) ～ 7/5(月) 7/13(火)

日程⑰ 6/20(日) ～ 6/30(水) 7/7(水) ～ 7/19(月) 7/29(木)

日程⑱ 7/1(木) ～ 7/31(土) 8/9(月) ～ 8/20(金) 8/27(金)

日程⑲ 8/1(日) ～ 8/31(火) 9/7(火) ～ 9/21(火) 9/28(火)

日程⑳ 9/1(水) ～ 9/30(木) 10/7(木) ～ 10/20(水) 10/28(木)

日程㉑ 10/1(金) ～ 10/31(日) 11/6(土) ～ 11/23(火) 11/29(月)

日程㉒ 11/1(月) ～ 11/15(月) 11/22(月) ～ 12/3(金) 12/10(金)

日程㉓ 11/16(火) ～ 11/30(火) 12/7(火) ～ 12/17(金) 12/23(木)

日程㉔ 12/1(水) ～ 12/15(水) 12/22(水) ～ 1/5(水) 1/11(火)

日程㉕ 12/16(木) ～ 12/25(土) 1/6(木) ～ 1/18(火) 1/24(月)

日程㉖ 12/26(日) ～ 1/6(木) 1/13(木) ～ 1/26(水) 2/1(火)

日程㉗ 1/7(金) ～ 1/20(木) 1/27(木) ～ 2/7(月) 2/14(月)

救済① 1/27(木) ～ 2/2(水) 2/6(日) ～ 2/17(木) 2/24(木)

救済② 2/12(土) ～ 2/22(火) 2/26(土) ～ 3/9(水) 3/16(水)
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（２）食事券の利用、回収後の飲食店への代金の振込

入金日 入金金額 入金日 入金金額

日程① 55,623,000 日程⑭ 31,610,500

日程② 282,756,000 日程⑮ 37,830,000

令和2年12月28日 423,000 日程⑯ 23,897,500

日程③ 291,792,000 令和3年7月27日 24,500

令和3年1月12日 1,000 日程⑰ 46,096,500

令和3年1月13日 156,500 令和3年8月3日 49,000

日程④ 362,345,000 日程⑱ 32,503,500

令和3年1月22日 21,000 令和3年9月3日 65,000

令和3年1月26日 350,500 日程⑲ 15,873,000

令和3年2月1日 692,000 令和3年9月29日 500

日程⑤ 323,512,000 令和3年10月6日 72,000

令和3年2月16日 508,000 日程⑳ 20,416,000

日程⑥ 201,545,000 日程㉑令和3年12月1日 75,432,500

令和3年3月1日 120,000 日程㉑令和3年12月2日 22,038,000

令和3年3月3日 169,000 日程㉒ 114,252,500

日程⑦ 126,486,500 日程㉓ 458,969,500

令和3年3月16日 286,500 日程㉔ 365,776,500

日程⑧ 135,791,500 令和4年1月19日 482,500

令和3年4月2日 37,000 日程㉕ 326,674,000

日程⑨ 77,396,000 日程㉖ 182,317,500

日程⑩ 120,978,000 日程㉗ 513,609,500

令和3年5月6日 1,000 令和4年2月21日 3,500

日程⑪ 26,686,500 救済① 42,944,500

令和3年5月18日 6,000 救済② 17,074,000

日程⑫ 30,236,000 令和4年3月22日 90,500

日程⑬ 40,167,500

合計 4,406,189,500

・入金予定日に口座変更等の理由で振込出来なかった加盟店においては、確認・手続きが
出来次第、下記記載の日付に入金対応致しました。
・日程㉑は事務局の振込データ格納の失念により、令和3年12月1日と12月2日に分けての
入金となりました。 （単位：円）
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（３）実績確認監査等事業者への報告
（４）相談窓口・申請案内等事業者との連携

（概ね月2回）

相談窓口・申請案内等事業者との連絡窓口

名称 Go To Eat キャンペーン茨城県事務局

連絡期間 令和2年10月8日(木)～令和4年4月30日(土)平日
(実績確認監査等事業者と協議の上決定) ※12/29～1/3を除く

対応時間 平日10:00～17:00

対応者 管理責任者：１名、管理副責任者：１名、運営主担当者：１名

実績確認監査等事業者との連絡窓口

名称 Go To Eat キャンペーン茨城県事務局

連絡期間 令和2年10月8日(木)～令和4年4月30日(土)平日
(実績確認監査等事業者と協議の上決定) ※12/29～1/3を除く

対応時間 平日10:00～17:00

対応者 統括責任者：１名、管理副責任者：１名、運営主担当者：１名

■相談窓口・申請案内事務局へは週1回（令和3年9月以降は月1回）新規加盟店リストの
情報提供を行うことで連携を図りました。
■株式会社マインドシフトへの加盟店毎の実績報告は、当初予定の月1回から概ね月2回へ変更と
なりました。

【実績報告書類】
・食事券販売状況
・利用実績 等
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（３）実績確認監査等事業者への報告

報告月 報告対象期間 実績報告締切日

令和2年11月 10月23日(金) ～ 11月22日(木) 11月30日(月) 12:00

令和2年12月 11月23日(月) ～ 12月15日(火) 12月23日(水) 12:00

令和3年01月 12月16日(水) ～ 01月21日(木) 01月29日(金) 12:00

令和3年02月 01月22日(金) ～ 02月18日(木) 02月26日(金) 12:00

令和3年03月 02月19日(金) ～ 03月31日(水) 04月07日(水) 12:00

令和3年04月 04月01日(木) ～ 04月21日(水) 04月30日(金) 12:00

令和3年05月 04月22日(木) ～ 05月23日(日) 05月31日(月) 12:00

令和3年06月 05月24日(月) ～ 06月22日(火) 06月30日(水) 12:00

令和3年07月 06月23日(水) ～ 07月20日(火) 07月30日(金) 12:00

令和3年08月 07月21日(水) ～ 08月22日(日) 08月30日(月) 12:00

令和3年09月 08月23日(月) ～ 09月21日(火) 09月30日(木) 12:00

令和3年10月 09月22日(水) ～ 10月21日(木) 10月29日(金) 12:00

令和3年11月 10月22日(金) ～ 11月18日(木) 11月29日(月) 12:00

令和3年12月 11月19日(金) ～ 12月15日(水) 12月23日(木) 12:00

令和4年01月 12月16日(木) ～ 01月23日(日) 01月31日(月) 12:00

令和4年02月 01月24日(月) ～ 02月20日(日) 02月28日(月) 12:00

令和4年03月 02月21日(月) ～ 03月17日(木) 03月28日(月) 12:00

■実績確認監査事業者への報告は、下記スケジュールに則って行いました。
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■加盟店への送付書類
新規加盟店へ発送するスターターキットの他、利用期間延長に伴い必要になった書類を
適宜送付いたしました。また、不備返送等により換金用封筒や伝票が不足した店舗へは、
連絡を受け次第、個別で送付いたしました。（次ページ以降に書類画像添付）

【当事業開始時の送付物】
①加盟店用食事券取扱マニュアル ×１(P.23図 加盟店用食事券取扱マニュアル参照)
②食事券見本（1,000円券、500円券）×各１(P.26図 券面見本参照)
③加盟店ステッカー ×１(P.25図 加盟店ステッカー参照)
④総合案内ポスター ×１(P.24図 総合案内ポスター参照)
⑤換金用伝票 ×５ (P.27図 換金用伝票参照)
⑥換金用封筒 ×５ (P.28図 換金用封筒参照)

【6月末までの利用期間延長の際の追加送付書類】
①食事券取扱マニュアル〈利用期間延長分〉 ×１(P.29図 加盟店用食事券取扱マニュアル（延長
分）参照)
②券面見本 ×１(P.32.33図 券面見本（延長分）参照)
③加盟店ステッカー（有効期間修正） ×2(P.31図 加盟店ステッカー（延長分）参照)
④総合案内ポスター（有効期間修正）A3、A4 サイズ ×各１(P.30図 総合案内ポスター（延長
分）参照)
⑤換金用伝票（追加換金回数分） ×７(P.34図 換金用伝票（延長分）参照)
⑥換金用封筒（追加換金回数分） ×７(P.35図 換金用封筒（延長分）参照)

【7月以降の利用期間延長の際の追加送付書類】
①販売・利用期間延長のお知らせ ×１(P.36.37図 延長のご案内(令和3年6月送付分)参照)
②換金用伝票（追加換金回数分） ×11(P.34図 換金用伝票（延長分）参照)
③換金用封筒（追加換金回数分） ×11(P.35図 換金用封筒（延長分）参照※)
④ステッカー修正シール ×１(P.38図 ステッカー修正シール参照)

【最終利用期限決定時の利用期間延長の際の追加送付書類】
①販売・利用期間延長のお知らせ ×１(P.39.40図 延長のご案内(令和3年11月送付分)参照)
②換金用伝票（追加換金回数＋予備分） ×４(P.34図 換金用伝票（延長分）参照)
③換金用封筒（追加換金回数＋予備分） ×４(P.35図 換金用封筒（延長分）参照※)

※記載の換金回数、有効期間は異なります。

（5）飲食店の新規加盟促進
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（5）飲食店の新規加盟促進

▼加盟店用食事券取扱マニュアル
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（5）飲食店の新規加盟促進

▼総合案内ポスター
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（5）飲食店の新規加盟促進

▼加盟店ステッカー
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（5）飲食店の新規加盟促進

・券面に印字されている利用期間に関しては、＜令和3年3月31日(水)まで有効＞、
＜令和3年12月15日(水)まで有効＞、＜令和4年1月20日(木)まで有効＞の3種類が
出回りましたが、いずれも令和4年1月20日(木)まで有効といたしました。

▼券面見本

▼券面見本裏面
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（5）飲食店の新規加盟促進

▼換金用伝票
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（5）飲食店の新規加盟促進

▼換金用封筒
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（5）飲食店の新規加盟促進

▼加盟店用食事券取扱マニュアル（延長分）
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（5）飲食店の新規加盟促進

▼総合案内ポスター（延長分）
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（5）飲食店の新規加盟促進

▼加盟店ステッカー（延長分）
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（5）飲食店の新規加盟促進

▼券面見本（延長分）
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（5）飲食店の新規加盟促進

▼券面見本（延長分裏面）
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（5）飲食店の新規加盟促進

▼換金用伝票（延長分）
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（5）飲食店の新規加盟促進

▼換金用封筒（延長分）
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（5）飲食店の新規加盟促進

▼延長のご案内(令和3年6月送付分)
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（5）飲食店の新規加盟促進

▼延長のご案内(令和3年6月送付分)
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（5）飲食店の新規加盟促進

▼ステッカー修正シール

修正シール貼り付け部分
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（5）飲食店の新規加盟促進

▼延長のご案内(令和3年11月送付分)
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（5）飲食店の新規加盟促進

▼延長のご案内(令和3年11月送付分)
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（5）飲食店の新規加盟促進

▼セブン-イレブン店頭用告知ポスター
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【 申請期間 】
●第1期●
令和2年10月8日(木)～10月31日(土)
※食事券販売開始前にホームページ上に掲載

●第2期●
令和2年11月1日(日)～令和3年12月15日(水）

WEBサイト
加盟店向け
ページ

「Go To Eat キャンペーン」を紹介する特設サイトを開設し、下
記の項目を中心に情報提供を行い、新規加盟促進に努めまし
た。
⚫ 「Go To Eat キャンペーン」の仕組み・全体像を紹介
⚫ 地域×食事ジャンルでの検索機能を実装
⚫ 加盟店向けのご案内も掲載。スマートフォン対応。

（５）飲食店の新規加盟促進
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WEBサイト
加盟店向け
ページ ▼加盟店向け説明動画（一部抜粋）

（５）飲食店の新規加盟促進

①

②

③
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WEBサイト
加盟店向け
ページ

（５）飲食店の新規加盟促進

④

⑤

⑥
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WEBサイト
加盟店向け
ページ

（５）飲食店の新規加盟促進

⑦

⑧

⑨
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WEBサイト
加盟店向け
ページ

（５）飲食店の新規加盟促進

⑩

⑪

⑫
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加盟店登録申請は基本的にはWEB申請といたしましたが、インターネット環境がない店
舗やWEB申請に不慣れな場合も想定し、FAX申請も併用いたしました。
FAX申請は、以下の「加盟店登録申請書」と「参加飲食店同意書」をホームページより
ダウンロードしていただき、「飲食店等営業許可証」、「通帳」、「いばらきアマビエちゃん感染
防止対策宣誓書」のコピーとともにお送りいただくようにいたしました。
また、申請書等をダウンロードするWEB環境がない店舗や不慣れな店舗に関しては、
市や商工会が介入することで申請を可能にいたしました。その結果、食事券の販売再開が
決定した後も申請数を伸ばし、3,993件にまで達することができました。

▼加盟店登録申請書 ▼参加飲食店同意書

年 2020年 2021年

月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

申請数 2565 912 110 15 13 13 6 3 2 3 0 15 243 66 27

▼加盟店申請数の推移（申請数計3993件、重複・解約含む）

・最終的な加盟店件数は、解約等を除くと3832店舗となりました。

（５）飲食店の新規加盟促進
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▼読売新聞（令和2年10月21日）

①飲食加盟店募集メインでの告知新聞

▼朝日新聞（令和2年10月22日）

▼拡大図

（６）利用者の利用促進
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新聞

▼茨城新聞（令和2年10月12日）▼毎日新聞（令和2年10月21日）

▼拡大図

（６）利用者の利用促進
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▼読売新聞（令和2年11月12日）

新聞

▼朝日新聞（令和2年11月12日）

②食事券一般販売開始の告知

▼拡大図

（６）利用者の利用促進
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新聞

▼毎日新聞（令和2年11月12日）▼茨城新聞（令和2年11月12日）

▼拡大図

（６）利用者の利用促進
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新聞
▼読売新聞（令和2年10月13日）

▼茨城新聞（2020年11月4日）

（６）利用者の利用促進
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新聞 ▼茨城新聞（令和2年10月13日）

（６）利用者の利用促進
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新聞 ▼茨城新聞（令和2年10月31日）

（６）利用者の利用促進
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茨城県内をカバーするラジオ局にてCMを行い、
県内のリスナー向けに告知を行いました。
⚫茨城放送
https://www.ibs-radio.com/company/

ラジオ

（６）利用者の利用促進
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ラジオ

（６）利用者の利用促進



58

交通広告
主要駅デジタルサイネージにて告知展開を行い、JR利用者へ
の告知を行いました。
●JR東日本主要駅デジタルサイネージにて告知展開
水戸駅、勝田駅、石岡駅、土浦駅、牛久駅、龍ヶ崎駅

▼Go To Eat キャンペーンスタート告知

期間：令和2年11月1日～30日

（６）利用者の利用促進

▼ Go To Eat キャンペーン利用期間延長告知

期間：令和3年3月1日～31日

・使用素材
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交通広告

（６）利用者の利用促進

▼水戸駅
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交通広告

（６）利用者の利用促進

▼土浦駅
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Web広告
細かなターゲッティングにより、より的確なキャンペーン告知を実施

「Go To Eat キャンペーン」バナー広告展開
⚫ Google・Yahooの2媒体にて展開

（６）利用者の利用促進

▼バナーデータ（980×330ピクセル）

▼バナーデータ（466×350ピクセル）
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Web広告

（６）利用者の利用促進
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WEBサイト

▼TOP画面

「Go To Eat キャンペーン」を紹介する特設サイトを開設し、下
記の項目を中心に情報提供を行い、利用促進を行いました。
⚫ 「Go To Eat キャンペーン」の仕組み・全体像を紹介
⚫ 地域×食事ジャンルでの検索機能を実装
⚫ 加盟店向けのご案内も掲載。スマートフォン対応。

（６）利用者の利用促進
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WEBサイト

（６）利用者の利用促進
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WEBサイト

（６）利用者の利用促進
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WEBサイト

（６）利用者の利用促進
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WEBサイト

（６）利用者の利用促進
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WEBサイト

（６）利用者の利用促進

▼加盟店リスト（通常表示・10件）
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WEBサイト

（６）利用者の利用促進

▼加盟店リスト（50件表示）
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WEBサイト
グーグルアナリティクスによるアクセスデータ分析
（オーディエンスの概要）

（６）利用者の利用促進
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WEBサイト

（６）利用者の利用促進
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グーグルアナリティクスによるアクセスデータ分析
（行動サマリー）WEBサイト

（６）利用者の利用促進
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WEBサイト

（６）利用者の利用促進
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WEBサイト

（６）利用者の利用促進
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WEBサイト
グーグルアナリティクスによるアクセスデータ分析
（ユーザー獲得の状況）

（６）利用者の利用促進
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WEBサイト

（６）利用者の利用促進
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スマートフォン
サイト

（６）利用者の利用促進
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スマートフォン
サイト

（６）利用者の利用促進
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スマートフォン
サイト

（６）利用者の利用促進

▼加盟店リスト（通常表示・10件） ▼加盟店リスト（50件表示）
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不正防止対策 対策方法

① 飲食店による自己取引、架空
取引、虚偽報告

◇セブンチケット利用による対策
・食事券（金券）は切り離すことができる用紙を採用し、飲食店への振込
時には、「事務局送付用片」及び「換金用伝票」を確認することとしました。
・食事券への印字としまして、購入者氏名(カタカナ)を記載しておりましたが
換金センターから「購入者氏名と加盟店担当者氏名が一致している」などの
報告はございませんでした。

② 飲食店による加盟店要件の
偽装、実態のない店舗の加盟

◇専用ホームページ（加盟登録画面）での対策
・加盟店登録の際に同意書の同意確認を必須としました。
・営業許可番号、有効期限の入力欄を必須項目としました。

③ 飲食店が利用済みの食事券を
無効処理しないことによる不正

◇食事券半券回収キットと案内書類の事前送付による対策
・食事券（金券）は切り離すことができる用紙を採用しました。
・加盟店に対して回収キット（簡易書留）を案内書類と一緒に事前送付、
食事券の半券(事務局送付用片)と共に実績報告書(換金用伝票)を回収
しました。

④ 利用者による買占め・転売、
偽造など、利用者が行う不正

◇セブンチケット利用による対策
・Web先行抽選販売の申込は、お一人様1回限り、かつ1セット10,000
円までのお申込みとしました。
・一般販売期間における店頭購入は、1回の購入(一会計)につき2冊20，
000円までとしました。
・用紙はコピーガード搭載の用紙を利用しました。
・食事券への印字として、購入者氏名(カタカナ)、注意事項(※注)を記載
しました。
※注①コピー、模造、偽造は禁止されています。※切り離しは無効となります。

②本券の転売、第3者への転売目的とする譲渡は禁止します。

⑤ 受託者内部において発生し
得る不正

◇金銭業務を事務局以外の第三機関に委託することによる対策
・加盟店への振込業務を事務局以外の機関（㈱JTB大阪第一事業部）
へ委託しました。

⑥ 飲食店や受託者による不正

◇食事券カウントでの対策
・郵送物遅延の影響で「送付したはずの食事券の換金が確認できない」や、
「食事券の送付用片を紛失してしまった」等の問い合わせがあり、店舗控え
を本券(事務局送付用片)として換金するというイレギュラーな換金対応もご
ざいましたが、到着した食事券と送付頂いた店舗控え枚数を確認し、不正
受託・2重払いを防止しました。

透明性のある
不正防止の業務遂行フローを構築

（７）不正防止対策
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（下図）
コピーガードを施した実券

①コピー対策
コピーされた用紙は、 この部分に「COPY」と文字が浮び上ります。

正真では、ほとんど「COPY」の文字は見えません。

②コピーをすると、
このように文字が
浮かび上ります。

（７）不正防止対策

⑤券面にも利用上の注意を明記。
購入者氏名(カタカナ)も記載し、
転売等の抑止効果を持たせました。

事務局送付用 店舗控え

④パールインキの途切れ
正真は、半券右下部分のみ、

パールインキの帯 が切れています。

③パールインキ
正真は、最下部にパールインキで帯を入れています。
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不正防止対策に関しては、前述した通り実施いたしました。

「送付したはずの食事券の換金が確認できない」や、「食事券の送付部分
を紛失してしまった」等の問い合わせがあり、店舗控えを本券として換金する
というイレギュラーな換金対応も合計14件ございましたが、重複する換金
データは無いかの確認を換金毎に実施し、不正防止に努め、郵送物遅延の
関係で必着日に間に合わなかった店舗分の2重払いを事前に防止(合計7
件)いたしました。

「新規開店店舗にて加盟店申請を忘れたが、食事券を受けとってしまって
いた為、何とか換金してほしい」や「加盟店登録はしていないが、食事券の受
け取りをしてしまった」等の声もありましたが、不正利用・受託に繋がりかねな
いため、全てお断りしました。

加えて、メルカリ・ラクマ・ヤフオク!などのネットオークション・フリマサイトへ食事
券が転売されていないかの確認を毎日実施。
（実際に茨城県の食事券が転売されているケースは0件。）

また、ある加盟店より、不正利用の被害と換金について相談があった。

（被害内容および相談内容）
・食事券購入者が財布を落とし、加盟店に届いていないか相談があった。
（財布の中に食事券も入っていた。）
・食事券購入者からの財布の落とし物の相談よりも前に、食事券が加盟店
で利用されていたことが判明し、不正利用であったと判断。
警察に被害届を提出。
・被害届提出後、早期に容疑者逮捕となったが、証拠品として食事券が
警察署に保管されており、返却がいつになるか不明のため、換金期間内に
換金請求ができない可能性があるが、どうしたらよいか。

上記相談を受け、農林水産省Go To Eat キャンペーン準備室に対応方法
を相談の上、加盟店に次のように案内。

（７）不正防止対策
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（対応内容）
①警察署に保管されている食事券の以下の２つの番号の確認を依頼。
・表面：払込票番号（左下の23から始まる13桁の番号）
・裏面：管理番号（ローマ字を含む５桁－４桁の番号）
②券種（1,000円券なのか500円券なのか）とそれぞれの枚数を確認の
上、事務局へ連絡。
③どのくらいの日数で食事券が返却されそうか警察署に確認。返却日が決ま
り次第、事務局へ連絡。
④返却日が近日中ではない場合は、手元の換金伝票に、
・今回の不正利用分の枚数と金額
・余白に食事券を同封していない理由（理由：窃盗事件で不正利用があ
り、警察に証拠品として保管されているため、等）
を明記し、換金伝票のみ換金封筒に入れて換金センターへ郵送。

後日、加盟店の担当者より、警察署との打ち合わせの結果、「今回の食事
券は利用しなかった」ことにする（店舗へは加害者から現金等で支払いをさ
せる）ことになったため、換金請求はしないとの連絡があり、対応完了となっ
た。

（７）不正防止対策
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■購入者向け、加盟店向けの問い合わせ番号を別々に設定
2番号／6回線(～令和3年3月31日、令和3年11月1日～令和4年1月31日）、5回線(令和3年

4月1日～5月31日)、4回線（令和3年6月1日～6月30日)、3回線(令和3年7月1日～10月31日、
令和4年2月1日～2月28日）を設定。
また、別途、統括管理者1名・運営管理職1名を設定。

名称 Go To Eat キャンペーン 茨城コールセンター

開設期間 加盟飲食店・購入者向け：令和2年10月8日（木）～令和4年2月28日（月）平日
※土・日・祝日・12/30-1/3を除く

設置場所 株式会社JTBガイアレック内（東京都豊島区東池袋4-7-7 住友不動産東ビル14階）

対応時間 平日10:00～17:00

人数

令和2年10月8日（木）～ 令和3年3月31日（水）６名
令和3年4月1日（木）～ 令和3年5月31日（月）５名
令和3年6月1日（火）～ 令和3年6月30日（水）４名
令和3年7月1日（木）～ 令和3年10月31日（日）３名
令和3年11月1日（月）～ 令和4年1月31日（月）６名
令和4年2月1日（火） ～ 令和4年2月28日（月）３名
※消費者向け・加盟店向けのコールセンターを兼務することで、コストを低減します。

・食事券販売停止期間中はスタッフの人数を減らす等などしてコストの削減を図りました。

■コールセンターへの問い合わせ件数は下記の通りとなっております。

（８）問い合わせ対応

年 令和2年 令和3年 令和4年
合計

月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

加盟店
入電数

635 760 336 212 142 169 150 73 106 80 57 45 282 332 338 173 76 3966

一般入
電数

357 902 111 91 61 201 64 58 118 43 30 33 341 381 296 165 31 3283

合計 992 1662 447 303 203 370 214 131 224 123 87 78 623 713 634 338 107 7249
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【コールセンター入電数】

加盟店入電数 一般入電数

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
令和2年 令和3年 令和4年
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■コールセンターの主な問い合わせ内容と件数は下記の通りとなっております。

0
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令
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4
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【主な問い合わせ件数（重複含む）】

食事券購入方法問い合わせ

食事券利用方法

加盟店Ｗｅｂ操作/登録方法問い合わせ

スターターキット

告知物に関する問い合わせ

換金方法

その他

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
令和2年 令和3年 令和4年

※「その他」の主な内容：換金スケジュール、換金キットの記載方法・送付方法、
利用期間について、販売箇所及び購入方法、食事券の受け取り拒否の報告等。

年 令和2年 令和3年 令和4年
合計

月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

食事券購入方
法問い合わせ

297 529 27 15 4 2 1 0 1 0 0 0 225 117 68 0 13 1299

食事券
利用方法

96 347 77 69 26 7 3 2 1 0 1 0 160 273 249 160 14 1485

加盟店Ｗｅｂ
操作/登録方
法問い合わせ

326 148 24 7 3 6 1 0 0 1 0 5 104 27 20 3 0 675

スターター
キット

54 45 5 7 2 2 24 6 4 0 1 1 17 6 3 0 0 177

告知物に関す
る問い合わせ

29 39 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16 9 4 0 0 103

換金方法 44 301 240 161 38 24 19 6 21 5 16 9 34 108 208 153 76 1463

その他 155 264 85 44 131 319 159 116 190 117 69 63 72 188 104 23 6 2105

合計 10011673 463 303 204 360 207 131 217 123 87 78 628 728 656 339 109 7307

（８）問い合わせ対応
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（９）新型コロナウィルス対策

加盟店申請時に、県の新型コロナウイルス感染防止対策である「いばらきアマビエちゃん」
への登録が必須であることを明記し、いばらきアマビエちゃん登録リストより登録確認の取れ
た店舗のみ当事業への加盟を承認。
登録の無い店舗には個別に連絡を取ることで登録を促し、全加盟店の登録を達成
しました。

▼いばらきアマビエちゃん感染防止対策宣誓書（例）JTB水戸支店

▼いばらきアマビエちゃん登録リスト URL：https://www.ibaraki-coronanext.jp/search.php#
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茨城県では令和2年11月～令和4年１月までの期間を食事券の販売・利用期間としてGo To Eat キャンペーン
事業に取り組んだ。この期間新型コロナウイルスの感染拡大もあり、緊急事態宣言やまん延防止を踏まえ、販売休止
期間(令和2年12月１日～令和3年10月21日)を設けた。
販売終了(令和3年12月20日)までに、約35万６千部を販売したが、60万部完売には及ばず、期待通りの成果
であったとは言い難い。理由として考えられるのは、新型コロナウイルスの感染拡大、近隣の一都三県の状況の様子見、
度重なる期間延長による(飲食店・利用者の)混乱、長期事業になった為の新鮮味の薄れ等が考えられ、販売再開
(令和3年10月22日～)からは販売に関する事務局側の意識の弱さも否めない。

加盟店登録に関しては、独自のホームページ、登録フォームを作成し、web登録または、FAX送付による代理登録を
展開。販売再開(令和3年10月22日)前日には、県の協力で「いばらきアマビエちゃん」に登録されている店舗へ当キャ
ンペーンへの加盟店登録提案のメールを送信。申請期間は令和2年10月８日～令和3年12月15日までとし、
3,993店舗（うち、解約161店舗）まで店舗数を伸ばすこととなった。
一方で、閉業した店舗から加盟店脱退の連絡が来ないために、事務局からの送付物が宛所不明で返送されてきたり、
食事券が使える店舗としてホームページに掲載されたままになっているために利用者からクレームが入ったりと、加盟店脱
退に関しては問題が多かったと言える。
また、チェーン店等の本社が一括で申請しているような加盟店に関しては、スターターキットを店舗に送付したにも関わ
らず、本社から届いていないとの連絡が入ったり、登録のメールアドレスが本社のアドレスであるために、連絡事項など一
斉メールの内容が店舗へ周知されていなかったりと、店舗と本社の連携が取れていないような加盟店も見受けられ、加
盟店・本社ともに連絡を徹底することは難しいように感じた。

「食」に関すると言う意味では期待の高い事業だった為、利用者からは概ね好評だったと認識している。しかし、飲食
店側の当事業に対する従業員への周知不足や、飲食店側の都合(事務局へは無連絡)、また前記した「度重なる期
間延長」の情報(メール・FAX連絡、案内文の送付等行ったが)に飲食店側がついてこれない等により、利用者からの
「飲食店の食事券の受け取り拒否」の連絡も少なくなく、飲食店、利用者ともに不快な想いをさせる結果となり、宣伝・
連絡方法の改善、強化が必要だったと感じた。
そのような中、一部利用者からは事業終盤に「事業再延長希望」の嬉しい声が上がったことは記憶に新しい。

食事券に関して、「1000円券と500円券の見分けがつきにくい」「額面によって色を変えてほしい」との声は数度上
がっていた。セブンチケットの仕様により明らかに違うデザインにできないため仕方ないことではあるが、飲食店、利用者へ
「見分けずらい」という負担をかけていたことは否めない。

ポスター等の掲示物について、6月の利用期間延長を決定した際に、利用期間が6月30日までと記載されたポスター
を配布したが、その後の延長の際には予算の都合上新しい期限のポスターを作成できなかったために、飲食店と利用者
双方に混乱を招いたと思われる。
7月以降に新規加盟した店舗へ送るポスターの利用期間が6月30日までと記載されているために、加盟店側が誤っ
たポスターが送られてきたと思い捨ててしまうこともあった。
ホームページの加盟店用ページの中に、利用期間を書き込めるよう期間を空白にしたポスターをダウンロードできるよう
にはしたものの、ダウンロードができない加盟店にも配慮して全加盟店へ送付するべきであったと思う。

問い合わせとして多かった内容は、飲食店からは利用期間について、換金スケジュール、換金キットの記載方法・送付
方法等。利用者からは利用期間について、販売箇所及び購入方法、食事券の受け取り拒否の報告等。やはり期間
延長による不安からか、期間に関する問い合わせが多かった。
問い合わせに関しては、一般応答、エスカレーションの対応ともに柔軟かつ迅速な対応が出来ていたと思う。

換金に関しては、換金センターでの食事券計数の手違いでご迷惑をおかけした飲食店も少なくなかった。令和3年11
月29日換金分では事務局側の入金手続き失念の為入金が遅れ(令和3年12月１日、12月２日入金)、多数の
飲食店に多大な迷惑をかけてしまった。

なお、食事券購入者への利用促進ならびに加盟飲食店への換金促進には最大限努めてきたが、約3,380万円の

余剰金が発生した。この余剰金の取り扱いに関しては、飲食店及び食材を提供する農林漁業者を支援するという本
事業の趣旨等を踏まえ、茨城県と協議の上、地域における飲食業振興をはじめ地域住民に還元されるような事業
（都道府県への寄付を含む）に活用する等、地域住民や広く国民の理解が得られるような適切な取り扱いができるよ
う協議中である。

（10）所見
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株式会社JTB 水戸支店
茨城県水戸市城南町1-1-6 サザン水戸ビル2階
電話:029-225-5233／FAX:029-226-4017


